
市川市社会福祉法人保育所等への賃借料支援事業補助金交付要綱  

（趣旨）  

第１条  この要綱は、賃貸物件において保育所等の運営を行う場合における賃

借料の実勢価格と賃借料加算の収入額の乖離分を補助することにより、保育

所等の安定的な運営に資するため、予算の範囲内において、保育所等を運営

する社会福祉法人に対し市川市社会福祉法人保育所等への賃借料支援事業

補助金（以下「補助金」という。）を交付することに関し、市川市社会福祉

法人の助成に関する条例（昭和５２年条例第３０号。第６条において「条例」

という。）及び市川市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則（昭和５２

年規則第３３号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項

を定めるものとする。  

（定義）  

第２条  この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。  

⑴  保育所等  子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第７条第

４項に規定する保育所（以下「保育所」という。）、児童福祉法（昭和２２

年法律第１６４号）第５６条の８第１項に規定する公私連携型保育所、就

学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平

成１８年法律第７７号）第２条第６項に規定する認定こども園（同条第７

項に規定する幼保連携型認定こども園及び児童福祉法第３５条第４項の規

定による認可を受けた保育所に限る。以下「認定こども園」という。）、市

川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２

６年条例第１３号）第２８条に規定する小規模保育事業Ａ型を行う事業所

（第５条第２号において「Ａ型事業所」という。）をいう。  

⑵  賃借料加算  特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域

型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する

費用の額の算定に関する基準等 (平成２７年内閣府告示第４９号）第１条第

５１号に規定する賃借料加算をいう。  



⑶  建物借料  保育所等の運営に係る施設  に対する賃借料（共益費及び管理

費を含む。）をいう。  

（補助対象者）  

第３条  補助金の交付対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次に掲

げる要件を満たす保育所等を運営する社会福祉法人とする。  

⑴  市内に設置されていること。  

⑵  賃借料加算の対象となっていること。  

⑶  建物借料の年額が賃借料加算の年額の３倍を超えること。  

（補助対象事業）  

第４条  補助金の交付対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、補

助対象者が賃貸借契約に基づき保育所等の運営に係る施設を借り上げる事

業（次項において「借上事業」という。）とする。  

２  前項の規定にかかわらず、国が別途定める負担金（子どものための教育・

保育給付費国庫負担金を除く。）、補助金及び交付金の対象となっている借上

事業は、補助対象事業としない。  

（補助金の額）  

第５条  補助金の額は、一の保育所等につき、２２ ,０００ ,０００円と補助対

象経費の実支出額を比較して少ない方の額と、総事業費（建物借料の年額か

ら賃借料加算の年額を減じて得た額をいう。）から寄付金その他の収入額を

控除した額とを比較して少ない方の額に４分の３を乗じて得た額（その額に

１ ,０００円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額）とする。  

２  補助対象経費は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める

費用とする。  

⑴  認定こども園  子ども・子育て支援法第１９条第１項第２号又は第３号

に掲げる支給要件を満たし、同法第２０条第１項の規定により市の認定を

受けた児童に係る利用定員数を全体の毎年４月１日時点の利用定員数（年

度の途中で開所する場合は開所日における利用定員数）で除して得た数を

当該施設の建物借料の年額に乗じて得た額から当該施設に係る賃借料加



算の年額を減じて得た額（その額に１円未満の端数が生じたときは、これ

を切り捨てた額）  

⑵  保育所及びＡ型事業所  当該施設の建物借料の年額から当該施設に係

る賃借料加算の年額を減じて得た額  

（交付の申請）  

第６条  条例第２条第４号に規定するその他市長が必要と認める書類は、次に

掲げるとおりとする。  

 ⑴  補助対象事業に係る建物賃貸借契約書の写し  

 ⑵  賃借料加算の額を計算した書類  

２  規則第２条の申請書の提出は、市長が別に定める期間に行うものとする。  

 （交付の条件）  

第７条  市川市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則第３条の規定により

付する条件は、次に掲げるとおりとする。  

⑴  補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂

行が困難になった場合は、速やかに、その旨を市長に報告して、その指示

を受けること。  

⑵  補助対象事業の完了後に消費税及び地方消費税の申告を行ったことに

より補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した

ときは、市川市社会福祉法人保育所等への賃借料支援事業補助金に係る消

費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書（別記様式）により、速や

かに、市長に報告すること。  

⑶  前号の規定による報告をしたときは、市長の求めに応じ、同号に規定す

る仕入控除税額の一部又は全部を納付すること。  

（実績報告）  

第８条  規則第５条に規定するその他市長が必要と認める書類は、次に掲げる

とおりとする。  

⑴  市長が賃借料加算の認定をしたことを証する書類の写し  

⑵  賃借料加算の額が算定可能な書類  



２  市長は、前項第１号に掲げる書類の内容を本市で確認することができると

きは、当該書類の提出を省略させることができる。  

３  規則第５条の実績報告書の提出期限は、市長が別に定める日とする。  

（補助金の精算）  

第９条  規則第４条の規定により概算払による補助金の交付を受けた者は、規

則第６条の規定による補助金の額の確定の通知を受けたときは、速やかに、

当該額の確定に基づく補助金の精算をしなければならない。  

（帳簿等の整備）  

第１０条  補助金の交付を受けた者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明

らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、

当該帳簿及び証拠書類を補助対象事業完了後５年間保管しておかなければ

ならない。  

      附  則  

（施行期日）  

１  この要綱は、平成３０年２月１日から施行する。  

 （令和４年度における補助金の交付の特例）  

２  令和４年４月１日から令和５年３月３１日までの間に新たに保育所等を開

設する者に対する補助金の交付に係る第３条及び第５条の規定の適用につ

いては、第３条第３号中「３倍」とあるのは「２倍」と、第５条第１項中「２

２ ,０００ ,０００円」とあるのは「１２ ,０００ ,０００円」とすることがで

きる。  

附  則  

 （施行期日）  

１  この要綱は、令和２年３月９日から施行し、改正後の市川市社会福祉法人

保育所等への賃借料支援事業補助金交付要綱の規定は、平成３１年４月１日

から適用する。  

（経過措置）  

２  第２条の規定による改正後の市川市社会福祉法人保育所等への賃借料支援



事業補助金交付要綱の規定は、令和元年度以後の年度分の市川市社会福祉法

人保育所等への賃借料支援事業補助金について適用し、平成３０年度分まで

の市川市社会福祉法人保育所等への賃借料支援事業補助金交付要綱につい

ては、なお従前の例による。  

４  この要綱の施行の際現に存する改正前の様式による用紙については、必要

な補正をして使用することができる。  

   附  則  

 （施行期日等）  

１  この要綱は、令和４年１２月６日から施行し、第２条の規定による改正後

の市川市社会福祉法人保育所等への賃借料支援事業補助金交付要綱の規定

は、同年４月１日から適用する。  

（経過措置）  

２  この要綱の施行の際現に存する第２条の規定による改正前の市川市社会福

祉法人保育所等への賃借料支援事業補助金交付要綱の様式による用紙につ

いては、必要な補正をして使用することができる。  

 


